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紀南県税事務所における不動産取得税の課税誤りについて

この度、紀南県税事務所において、不動産取得税の税額を誤って課税していた

ことが判明しました。

納税者の皆様には、多大な御迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げ

ます。今後、このような誤りを起こすことのないよう再発防止と信頼回復に全力

で取り組んでまいります。

■課税誤りの概要

(1)税 目 不動産取得税（平成29年中に田辺市内で新増築された家屋に対する課税）

(2)課税時期 平成３０年８月

(3)件 数 ８８件

○過大であったもの ・・・ ４３件 ２,３１２,２００円

（※最大の額 577,200円、最小の額 1,800円）

○過小であったもの ・・・ ４５件 ９５,４００円

（※最大の額 7,800円、最小の額 100円）

■課税誤りの原因等

令和元年度の課税準備作業を行っていたところ、平成３０年度に行った田辺市内

における新増築家屋に対する課税額の算定において、算定の基礎となる評価額を計

算するにあたり、法令で定められた補正率を乗じるところ、この補正率を誤って二

回乗じていたことが判明しました。

複数の職員で課税額の確認をしておりましたが、確認の不徹底により誤りに気づ

かず課税をしてしまいました。

なお、県内全市町村分について、過去５年間の評価額の算定方法を確認しました

が、本件以外に誤りはありませんでした。

■今後の対応

職員が納税者宅に赴いて直接お詫びし、納め過ぎとなった税額については速やか

に還付手続きを進めるとともに、過小となった税額については、本来の税額との差

額について納付をお願いしてまいります。

また、今後このような誤りを起こすことのないよう再発防止に努めてまいります。


